
令和４年度 都城市はばたけ都城六次産業化総合対策事業 募集要項 

１ 事業概要 
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■ソフト事業 
自ら生産した農林畜産物及び副産物を原材料として用いて行う新商品の開発、新商品等の販路開拓及び

新商品等に係る新たな販売方式の導入に関する事業 
■ハード事業 
自ら生産した農林畜産物及び副産物の加工・製造、新商品等に係る新たな販売方式の導入又は販売方式

の改善及び生産規模の拡大に必要な機械設備、施設の整備に関する事業 
■農林畜産物加工支援事業 
 市内で農林畜産業を営む者が本市で生産した農林畜産物又は副産物を原材料としたコラボ商品等の加

工製造又は製造規模の拡大に必要な機械設備に関する事業 
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■市内に住所を有する個人又は市内に本社事務所等その他事業の本拠地を設置する団体若しくは法人で、

ソフト事業及びハード事業は、次の①～③に該当する者。農林畜産物加工支援事業は、④に該当する者。 
①農林畜産業者 
②農林畜産業者の組合又は農林畜産業者で構成する団体 
③農業法人（農業生産法人、農事組合法人等）       
④商工業者（商工会法（昭和35年法律第89号）第２条に規定する者）  など 
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ソフト事業 

 ■事業内容 
１ 新商品の開発及び事業化に関する事業 
・新商品の試作及び改良、新商品のデザイン開発・改善、新商品の市場評価調査 

２ 新商品等の販路開拓に関する事業 
・展示会・見本市等への新商品等の出展 

３ 新商品等に係る新たな販売方式の導入又は販売方式の改善に関する事業 
・インターネット通販、カタログ通販、その他の新たな販売方式の取組又は改善 

ハード事業 

 ■事業内容 
１ 機械設備の整備事業 
・選別機械、洗浄機械、冷凍冷蔵機械、検査分析機械など加工製造に必要と認める機械設備 
・移動販売車、レジスターなど新たな販売方式の導入又は販売方式の改善に必要と認める機械設備 

２ 施設の整備事業 
・加工用集出荷施設、加工処理用施設など加工製造に必要と認める施設 
・直売施設、観光農園直売施設など新たな販売方式の導入又は販売方式の改善に必要と認める施設 

農林畜産物加工支援事業 

 ■事業内容（機械設備の整備事業） 
・コラボ商品等の加工製造又はコラボ商品等の製造規模の拡大に必要と認める機械設備 
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■ソフト事業       ～ 補助対象経費の２分の１以内（上限 ３０万円） 
■ハード事業       ～ 補助対象経費の３分の１以内（上限３００万円） 
■農林畜産物加工支援事業 ～ 補助対象経費の３分の１以内（上限３００万円） 

２ 事務の流れ 

（１）事業認定申請書の募集期間及び提出先   

●募集期間  ソフト事業：随時受付（予算の範囲内とします。）。 

ハード事業・農林畜産物加工支援事業：７月２９日（金）まで（※土、日、祝日を除く。） 

●提出先   ㈱ココニクル都城（住所：都城市都北町5225-5 TEL：３８－５５２９） 

（２）様式の配付等 

都城市ホームページからダウンロードしてください。 

又は、㈱ココニクル都城で配付します（郵送はいたしません。）。 



（３）事務の流れ・提出書類等（ソフト事業の場合） 

事務の流れ 内容 

①事業認定の申請 

（随時受付） 

↓ 

本補助事業を実施し、補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交

付対象事業に係る事業認定申請書（様式第 1 号）を市長に提出し、その認定を受け

る必要があります。 

【提出書類】 

①事業計画書（様式第2号） 

②収支予算書（様式第3号） 

③事業計画明細書（様式第4号） 

④事業計画内容（様式第6号） 

⑤法人の場合は、事業主体の定款及び登記簿謄本の写し 

⑥農業団体等の場合は、規約及び会員名簿 

⑦直近3年の決算書の写し（個人の場合は、申告書等） 

⑧事業費の積算資料及び整備施設の設計書、導入機械等のカタログ等 

⑨市税等（国民健康保険税を含む。）の滞納のない証明書 

②審査委員による審査・

事業認定通知等 

（目安:受付後約2週間） 

↓ 

・審査会にて、提出された事業認定申請書の事業内容を審査して、事業認定の可否

を決定します。（様式第7、8号） 

※提出された事業認定申請書(添付書類を含む。)は、認定の可否にかかわらず返却

いたしません。 

③補助金交付申請 

（目安:受付後約3週間） 

↓ 

・事業認定者は、補助金等交付申請書に必要事項を記入の上、別途、市が指定する

期間内にふるさと産業推進局に提出してください。 

①事業計画書（様式第2号） 

②収支予算書（様式第3号） 

③事業計画明細書（様式第4号） 

④事業計画内容（様式第6号） 

④補助金交付決定 

（目安:受付後約4週間） 

↓ 

・補助金申請書の内容が適切と認められる場合は、補助金交付決定通知を行います。 

⑤事業の実施 

（目安:受付後約5週間） 

～2月末） 

↓ 

・補助金交付決定通知書の日付以降に事業着手（見積徴取を含みます。）してくださ

い。 

※実施完了は、2月末日を厳守してください。 

⑥補助事業実績報告等 

（実施後※2月末まで） 

↓ 

・補助事業実施者は、事業実績書（様式第13号）、収支決算書（様式第14号）に出

来高設計書（施設等の場合）や支出を証明する書類の写し等を添付し、事業完了

後、1か月以内にふるさと産業推進局に提出してください。 

⑦補助金確定通知 

（実施後※2月末まで） 

↓ 

・補助事業実績報告書の内容が適切と認められる場合は、補助金確定通知を行いま

す。 

⑧補助金の完了払 

（実施後※2月末まで） 

↓ 

・補助金の交付決定を受けた者（補助事業実施者）の口座に補助金を振り込みます。 

※補助事業が完了した後、完了払で補助事業実施者の口座に補助金を振り込み

ます。 

⑨補助事業の成果報告 

（毎年度3月） 

・補助事業実施者は、「経営の改善の目標」達成度報告書（様式第 15 号）により補

助事業完了以後の５年について、毎年度の３月末日までに、決算書や申告書等に

基づいて経営の所得状況等を市長に報告していただきます。 

 

 

 

 

★申請書作成にあたっては、事前に 
㈱ココニクル都城に相談ください。 



（４）事務の流れ・提出書類等（ハード事業及び農林畜産物加工支援事業の場合） 

事務の流れ 内容 

① 事業認定の申請 

（7／1～7／29） 

↓ 

本補助事業を実施し、補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交

付対象事業に係る事業認定申請書（様式第 1 号）を市長に提出し、その認定を受け

る必要があります。 

【提出書類】 

①事業計画書（様式第2号） 

②収支予算書（様式第3号） 

③事業計画明細書（ソフト事業又はハード事業の場合、様式第 4 号。農林畜産物

加工支援事業の場合、様式第5号） 

④事業計画内容（様式第6号） 

⑤法人の場合は、事業主体の定款及び登記簿謄本の写し 

⑥農業団体等の場合は、規約及び会員名簿 

⑦直近3箇年の決算書の写し（個人の場合は、申告書等） 

⑧事業費の積算資料及び整備施設の設計書、導入機械等のカタログ等 

⑨市税等（国民健康保険税を含む。）の滞納のない証明書 

②審査会による審査・事

業認定通知等 

（9月上旬） 

↓ 

・審査会において、提出された事業認定申請書の事業内容を審査して、事業認定の

可否を決定します。（様式第7、8号） 

※提出された事業認定申請書(添付書類を含む。)は、認定の可否にかかわらず返却

いたしません。 

③補助金交付申請 

（9月中旬） 

↓ 

・事業認定者は、補助金等交付申請書に必要事項を記入の上、別途、市が指定する

期間内にふるさと産業推進局に提出してください。 

①事業計画書（様式第2号） 

②収支予算書（様式第3号） 

③事業計画明細書（ソフト事業又はハード事業の場合、様式第 4 号。農林畜産物

加工支援事業の場合、様式第5号） 

④事業計画内容（様式第6号） 

④補助金交付決定 

（9月下旬） 

↓ 

・補助金申請書の内容が適切と認められる場合は、補助金交付決定通知を行います。 

⑤事業の実施 

（9月下旬～2月末） 

↓ 

・補助金交付決定通知書の日付以降に事業着手（見積徴取を含みます。）してくださ

い。※実施完了は、2月末日を厳守してください。 

⑥補助事業実績報告等 

（実施後※2月末まで） 

↓ 

・補助事業実施者は、事業実績書（様式第13号）、収支決算書（様式第14号）に出

来高設計書（施設等の場合）や支出を証明する書類の写し等を添付し、事業完了

後、1か月以内にふるさと産業推進局に提出してください。 

⑦補助金確定通知 

（実施後※2月末まで） 

↓ 

・補助事業実績報告書の内容が適切と認められる場合は、補助金確定通知を行いま

す。 

⑧補助金の完了払 

（実施後※2月末まで） 

↓ 

・補助金の交付決定を受けた者（補助事業実施者）の口座に補助金を振り込みます。 

※補助事業が完了した後、完了払で補助事業実施者の口座に補助金を振り込み

ます。 

⑨補助事業の成果報告 

（毎年度3月） 

・補助事業実施者は、「経営の改善の目標」達成度報告書（様式第 15 号）により補

助事業完了以後の５年について、毎年度の３月末日までに、決算書や申告書等に

基づいて経営の所得状況等を市長に報告していただきます。 

 

★申請書作成にあたっては、事前に 
㈱ココニクル都城に相談ください。 


